
　町内会・自治会は、防災・防犯、地域行事の開催やごみ
ステーションの管理など、地域の暮らしやすさや助け
合いのための活動を行っています。
加入を希望する場合は、お住まいの地域の町内会・自治

会または地域企画課、各支所へ問い合わせてください。

町内会・自治会 環境保全
生活環境課� TEL0848-67-6194
�脱炭素社会推進事業補助制度

　二酸化炭素排出量の削減効果が期待され
るシステムの設置者等に対して、予算の範囲
内で補助金を交付します。

町内会・自治会への加入
地域企画課� TEL0848-67-6184
本郷支所�地域振興課� TEL0848-86-1111
久井支所�地域振興課� TEL0847-32-7114
大和支所�地域振興課� TEL0847-33-0222

住まい

東本通土地区画整理事業で保留地（宅地）を好評販売中で
す。地区内にこども園、複数の公園が立
地し、子育て世帯に魅力のある環境で
す！まずはお気軽にお問い合わせくだ
さい。現地案内・物件の説明、承ります。

土地販売情報
土地区画整理課� TEL0848-86-1115

　募集の時期は、広報みはら、三原市および三原市営住
宅管理グループのホームページでお知らせします。
　申し込みには条件がありますので、詳しくは三原市
営住宅管理グループへ問い合わせてください。

市営住宅の入居者募集
三原市営住宅管理グループ� TEL0848-62-1800

　市内の空き家を所有する人の申し込みにより物件を
登録し、空き家の利用を希望する人
に登録物件を紹介する制度です。登
録物件はホームページで公開してい
ます。

空き家バンク制度
地域企画課� TEL0848-67-6011

暮らし・生活環境

（市HP）
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都市計画
都市開発課� TEL0848-67-6113
建築指導課 建築指導係� TEL0848-67-6122
建築指導課 開発審査係� TEL0848-67-6125

建設
土木管理課� TEL0848-67-6095

�開発行為・宅地造成の許可申請
　建築物を建築または土地を造成する場合は、その区
域、規模によって、開発行為の許可または宅地造成等規
制法の許可が必要となります。詳しくは建築指導課開
発審査係へ問い合わせてください。
�土地利用の制限

　無秩序な市街化を防ぐため、建てられる建築物の用
途や規模が定められている区域や事前に許可が必要な
区域が定められています。詳しくは都市開発課へ問い
合わせてください。
�建築確認申請

　家を新築、増改築するときは、建築場所によって、用
途、建ぺい率、高さなどの規制が異なります。
　違反建築を防止し、住み良いまちづくりを進めるた
めに、着工前に建築確認を受けることが必要です。詳し
くは建築指導課建築指導係へ問い合わせてください。
住居番号を決めるため新築等に伴う届出が必要です

　住居表示を実施した区域内に、新たにお住まいや事
務所等の建築物を新築された場合は、住民異動届の前
に住居番号（設定・変更・廃止）届出書等の手続きが必要
です。詳しくは都市開発課へ問い合わせてください。

建築などに関する事項 �道路の占用許可
　次のように、市道・里道等（側溝などを含む）を占用す
る場合は、事前に道路管理者の許可が必要となります
ので、土木管理課に相談してください。
・ 雨水、生活排水などの排水管を道路に埋設するとき
・ 工事用の足場、板囲いなどを道路に設置して、道路を
一時的に使用するとき
�河川の占用許可

　次のように、河川を占用する場合は、事前に河川管理
者の許可が必要となりますので、土木管理課に相談し
てください。
・ 雨水、生活排水などの排水管を河川に接続するとき
・ 宅地などへの進入路として、河川に橋などを設置する
とき

道路・河川の占用

　三原市では、市が管理する道路の側溝や水路の掃除
をされたときに発生する土砂の収集を行っています。
収集を希望される方は、土木管理課にご連絡ください。

　なお、瓦礫や肥料など、廃棄物の回収は行っておりま
せんので、ご注意ください。
　本郷町、久井町、大和町にお住まいの方は、各支所に
ご連絡ください。
・本郷支所地域振興課　（TEL0848-86-1116）
・久井支所地域振興課　（TEL0847-32-7113）
・大和支所地域振興課　（TEL0847-33-0222）

溝掃除の土砂収集

農業
農業委員会事務局� TEL0848-67-6144

　農地を売買・贈与・賃貸借などするときや、農地を宅
地などの農地以外のものに転用するときは、事前に許
可または届け出が必要です。

農地の移動・転用
求人・求職
商工振興課� TEL0848-67-6013

　ハローワーク三原では、学卒相談担当、Ｕターン相談
担当を配置して、皆さんに1日も早く自分に適した職業
を見つけていただくよう、さまざまなサービスを行っ
ています。気軽に相談してください。
・ 三原公共職業安定所（館町一丁目6番10号）
TEL0848-64-8609

ハローワーク三原

　健康で働く意欲のある高齢者が、豊かな経験や能力
を生かし積極的に社会参加することを支援します。
・三原市シルバー人材センター（宮沖五丁目9番32号）

TEL0848-63-2266
ＨＰ https://webc.sjc.ne.jp/mihara/

三原市シルバー人材センター
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所在地 高坂町許山10581番地
ＴＥＬ 0847-32-6121
休場日 1月1日、2日
開場時間 8時30分～17時30分
施設内容  告別室2室、収骨室2室、待合室4室、待合

ホール（キッズスペース有）
火葬炉 6基
駐車場 普通車36台、バス5台、おもいやり駐車場2台
�利用許可申請窓口
斎場の利用にあたっては、次の窓口で手続をしてください。
本庁 市民課 TEL 0848-67-6175
本郷支所 地域振興課 TEL 0848-86-1111
久井支所 地域振興課 TEL 0847-32-7111
大和支所 地域振興課 TEL 0847-33-0222

予防注射を受けた場合、狂犬病予防注
射済票交付の手続きをしなければ予防
注射を受けたことにはなりません。

1での交付手続きには動物病
院が発行する狂犬病予防注
射済証明書が必要です。

年に１回（３月２日～翌年３月１日まで）生後90日以内の犬は、
生後90日を経過した日

登録を申請 鑑札の交付

登録事項の変更届出書を提出

狂犬病予防注射済票交付の手続き狂犬病予防注射

登録は犬の生涯に一度です

3,000円登録手数料 550円交付手数料

必要なもの

1 市役所本庁、各支所
2 狂犬病予防注射集団接種会場（毎年4月～5月の間に市内各所で実施）
3 市が委託している動物病院

手続きができる場所・機会

死亡の連絡

犬
が
死
亡
し
た

犬
を
飼
っ
た

犬
が
生
後

91
日
以
上
に

な
っ
た
ら

●三原市に引っ越してきた場合は、以前の居
住地の鑑札を窓口に持参してください。

●犬を譲る場合は、鑑札や注射済票も
一緒に渡してください。

飼い主が変わった・引っ越した

電話や窓口での
申し出などでお
知らせください。

鑑札
注射済票

ペット 生活環境課� TEL0848-67-6179

　犬を飼っている人は、狂犬病予防法により犬の登録と狂犬病予防注射が義務付けられています。
　また、犬が死亡した場合や飼い主が変わったり引っ越した場合も必ず届出を行ってください。

犬の登録・狂犬病予防注射

斎場（みはらしの杜）
生活環境課� TEL0848-67-6178

　墓地、納骨堂を新設する場合は、工事着手前に、許可
申請書に必要書類を添付して市へ提出し、許可を受け
なければなりません。詳しくは、生活環境課までご連絡
ください。
　申請にあたっては、次の窓口で手続をしてください。
本庁 生活環境課 TEL 0848-67-6178
本郷支所 地域振興課 TEL 0848-86-1111
久井支所 地域振興課 TEL 0847-32-7111
大和支所 地域振興課 TEL 0847-33-0222

墓地等の新設について
生活環境課� TEL0848-67-6178

　本郷・久井地域では、ケーブルテレビ、インターネッ
トなどのサービスを提供しています。加入申し込み、休
止などの申請、利用料金の支払い、問い合わせについて
は、当該施設の指定管理者　株式会社MCAT（TEL 0848-
63-8600）またはデジタル化戦略課へ連絡してくださ
い。
※ 三原・大和地域は直接、株式会社MCATへ連絡してくださ
い。

三原市ケーブルネットワーク
デジタル化戦略課� TEL0848-67-6195
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